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は じ め に

■　中堅・中小企業がIFRSを導入す
ることの制度的意義

　日本におけるIFRS任意適用の会社は，株
式時価総額に占める割合で約20％（適用決定
会社も含む）に達しており，ようやく形に
なってきたように感じます。しかしながら，
会社数としては91社（平成27年８月現在）で，
日本の上場会社数が約3, 500社であることを
考えるとまだまだです。
　IFRSといっても特別なものではなく，１
つの会計基準に過ぎません。企業も我々公認
会計士も，長年にわたり，常に会計基準変更
の洗礼を受けてきました。そのたびにそれら
を積極的にこなし，よりよい開示制度を目指
して進んできたはずです。ところがIFRSの
場合，まるで江戸時代末期の黒船のごとくの
扱いで，「IFRSは勝手に解釈をしてはいけな
い」という言葉に過剰に反応して，「特別に
研修，研究したものが担当しないとだめだ」
と，各社・各監査法人こぞってIFRS対応班
を作りました。そうしてIFRSを神棚に祀り，
「通常の公認会計士では対応できない」，「従

来の経理部では無理だ」，という雰囲気を自
ら作って，手に取っていじるようなことをし
てはいけない存在にしてしまった気がします。
　日本におけるIFRS導入はまだ緒に就いた
ばかりです。連単分離適用制度の弊害をはじ
め，まだまだ多くの課題があります。IFRS
が日本に根付くためには重厚長大な会社ばか
りが導入するのではなく，中堅・中小規模の
会社がIFRSを導入してこそ，そして普通の
公認会計士や小規模な監査法人が携わってこ
そ，すそ野は広がるのであり，真のIFRS導
入となるのではないでしょうか。
　すなわち，会計基準とは「会計慣行」なの
です。会社法では『株式会社の会計は，一般
に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従
う』（第431条）と規定しています。ごく一部
の重厚長大の企業のみが使っているような会
計基準で「一般に公正妥当と認められる会
計慣行」と言えるのでしょうか。もちろん，
IFRS導入会社の株価総額がいくらになった
とかいうことも大切かと思いますが，数多く
の会社・人がIFRSを経験し，IFRSに触れて
こそ，制度として一般に認められた会計慣行
になるのではないかと考えています。そこに
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度的意義があるのです。
　本稿では，このような中堅・中小企業が
IFRSを導入することの制度的意義を踏まえ
て，導入した企業にとってのメリット，現行
の連単分離制度の課題，それに繋がる税務上
の問題等について検討し，最後に中堅・中小
企業がIFRSを導入する場合にお勧めの実務
的ポイントを述べさせていただきたいと思い
ます。

Ⅰ　中堅・中小企業にはIFRSの
導入は困難か？

　日本ではIFRSを導入している会社はまだ
まだ少数で，しかもほとんどが重厚長大，い
わゆるグローバルな大企業です。IFRSを導
入するためには，一定水準以上の会社の経理
能力，内部統制の整備運用等が必要であると
いう認識があると思います。
　では，中堅・中小企業にとってIFRSの導
入は困難なのでしょうか。そんなことはあり
ません。むしろ，以下の理由から中堅・中小
企業のほうがIFRSの導入は容易であるとも
言えます。
①　日本基準との差について限定的である
　日本基準とIFRSとの差について，いろい
ろと語られていますが，実は日本基準のほと
んどはIFRSとコンバージェンス済みであり，
例えば，多額ののれんが発生したり，複雑な
金融商品を多額に保有したりしていれば別で
すが，通常の取引であれば，ほとんど差はな
いと思います。中堅・中小企業の場合，取
引形態も限られており，仮にIFRSとの差が
あったとしてもかなり絞られた限定的なもの
になるのではないでしょうか。経理部門の能
力としても仮にIFRSの全てを知らなくても，
まずは自社にとって必要な部分をしっかり理
解していれば対応可能です。その意味から，
かえって中堅・中小企業のほうが導入しやす
いと言えます。

②　IFRSに合わせた態勢の変更がしやすい
　仮に相違があるために，会社内部の態勢を
変えなければならないとしても，中堅・中小
企業のようにその対象が限定的であれば，そ
の変更もしやすいと言えます。例えば，300
人以下の従業員のため退職給付の計算を簡便
法で行っていたとして，それを原則的な方法
に変えるといった場合でも，人数が限定的で
あれば，さほどの手間やコストをかけずに変
更することができます。
③　トップダウンにより，変更が進められる
　多くの部門を抱え，部門間で競っているよ
うな大企業では，全社的にIFRS導入の理解
を得るためには相当の時間を要すると思われ
ますが，中堅・中小企業の場合，社長の了解
が得られれば，トップダウンにより経営体制
を迅速に変更していくことができます。管理
部門とトップ経営者の距離が近い中堅・中小
企業の場合，社長がIFRS導入のメリットを
理解し，推進しようという気持ちになれば，
全社的にIFRSを推し進めやすくなります。

　以上のことは，一概に言えることではあり
ませんが，中堅・中小企業はIFRSの導入が
困難かといいますと決してそうではなく，む
しろ大企業より容易な場合も多いのではない
かと思います。

Ⅱ　中堅・中小企業にとっての
IFRS導入のメリット

１　会社のイメージアップ，信用力
アップ，自信の向上

　前項でも述べたように，IFRSを導入する
ためには，一定水準以上の会社の経理能力，
内部統制の整備運用等が必要であるという認
識があり，経理能力・管理能力が劣ると見ら
れがちな中堅・中小企業ではなかなか難しい
のではと思いがちです。実際は，中堅・中小
企業のほうがかえって導入しやすい場合もあ
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りますが，いずれにせよ，そのような社会の
認識からしますと，IFRSを導入している中
堅・中小企業は，投資家からみれば，一定水
準以上の会社の経理能力，内部統制の整備運
用等の能力を備え，かつ会計面を重視し先進
的な取組みをしている会社と判断されるで
しょう。このことは投資家のみならず，会社
を取り巻く利害関係者，例えば金融機関，取
引先，債権者，債務者のほか，一般消費者に
とっても同じことが言えると思います。それ
によって，イメージアップ，信用力アップが
図られます。外部からの信頼性は，会社の自
信にもつながります。自社は中小企業なので
管理部門が十分でないということを自ら言っ
ている会社も多いと思いますが，他社に先駆
けて，しかも中堅・中小企業としてIFRSを
導入したという実績は対外的だけでなく，対
内的にも「わが社はIFRS導入会社」という
ことで，会社の自信にもつながることと思い
ます。

２　海外の財務諸表利用者による理解
の向上，海外での資金調達への道

　昨今の経済状況からみれば，いままで国内
展開のみをしていた会社も，いろいろな形で
海外進出を図ることは，中堅・中小企業でも
例外ではありません。
　海外進出に当たって，自社の財務諸表を
外部の利害関係者が利用することが必要に
なった場合，日本基準に従った開示書類より
もIFRSに従った開示の方がスムーズにいく
ことは明らかです。海外の財務諸表利用者に
とって，もし日本基準を適用していると言っ
たら，「IFRSとの差は何か」，と聞かれるこ
とでしょう。そうであれば，初めからIFRS
を導入しておくことが得策です。特別な説明
をせずとも，財務諸表利用者は違和感なく受
け入れるはずです。仮に現地で資金調達を行
うことを考えた場合にもIFRS導入は最低限
必要なこととも言えます。

３　従来の業務の見直し，システムを
含む内部統制の整備の機会となる

　IFRSの導入は，会社の業務を見直すよい
機会になります。会社は，いったん業務や管
理の仕組みができてしまうと，仮に多少の使
い勝手が悪くとも，なかなか改善の機会はな
いものです。IFRSの導入により改めて従来
の会計処理や，関連する業務，またその内部
統制について検討するよい機会となります。
　例えば，IFRSのもとでは固定資産に関し
耐用年数や残存価額の定期的な見直しなどが
明確に求められています。日本基準でも本来
はこのようなことは求められていたはずです
が，減損処理を行った場合など特定の場合を
除いてあまり見直しは行われていなかったの
が実状だと思います。
　IFRSの導入により，財務諸表をより適正
に表示するだけでなく，会社の適正な意思決
定にも資する資料を提供できるようになると
言えます。
　このような改善は目に見える形で利益を生
み出すものではないため，何かのきっかけが
ないと通常はなかなか改善がなされないもの
です。内部統制の不備等に起因する不祥事が
ひとたび発生すれば，取返しがつかなくなる
リスクもあります。IFRSの導入により，「見
直す機会」を持つことは，これらのリスクを
減らすこととなり，一般にデメリットとみら
れやすい導入の手間やコストが結果的にはメ
リットになるわけです。IFRSの導入と合わ
せて自社の問題点の洗出しとその改善を実施
することはとても有効です。
　以上，主なメリットだけを記載しましたが，
デメリットについては誌面の都合上詳しく述
べません。当然のことながら，導入時の作業
量やコストが，中堅・中小企業の場合は重く
のしかかってくることもあります。導入時だ
けでなく，導入後も日本の現行制度において
は，連結決算はIFRSで行い，単体決算は日
本基準で行うというダブルスタンダードの不
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都合さ，それに加えて税務上の制約などもあ
り，煩雑さはIFRS導入前よりも増すことも
予想されますから，よく勘案しなくてはなり
ません。

Ⅲ　現行制度の課題（連単分離に
よる経営的な不都合）

１　課題の所在／各種の経営管理資料
はIFRSの数値を使うのか，日本基
準をベースにするのか

　現行の日本の制度では，IFRSの任意適用
と言っても，単体決算（個別財務諸表）は日
本基準，連結決算はIFRSに従うということ
になります。この場合，各種の経営管理資料
はどちらの基準で作成すべきかについて大き
な問題になります。特に中堅・中小企業の場
合のIFRS導入の実務の流れとして，まず個
別財務諸表は日本基準で作成し，その後に
IFRS調整仕訳により連結決算を作成すると
いうことが一般的になるかと思います。しか
し，このような方法は，連結決算をIFRSに
準拠させるという点においては手間をかけな
い方法として有効ですが，公表する決算に伴
う各種の経営管理資料を連結決算に合わせて，
あらためてIFRSベースで揃えようとすると，
その作業は思いのほか大変な作業になること
も考えられます。
　IFRSはあくまで公表の連結決算のための
もの，いっそ経営管理資料は従来の日本基準
のままとする，と割り切れないこともありま
せんが，各種の経営管理資料を日本基準ベー
スで作成していると，外部公表の連結決算数
値と会社内部にある経営管理資料での数値に
不整合が生じてしまうことになります。経営
者がIFRSベースの外部公表数値の詳細説明
に苦労することも予想されます。そもそも，
公表数値とその根拠となる経営資料が違う基
準というのはやはり違和感が残るところです。
役員会等でも，いちいちその説明をしなくて

はなりません。
　さらに，そもそも連結決算ベースで公表す
る将来の経営予測数値はIFRSベースでの予
測になっている必要がありますが，経営者が
社内的に使っている将来予測の管理資料が日
本基準をベースにしているのにもかかわらず，
それに単純なIFRS調整を加えただけで，そ
れを適正な経営予測数値と言えるのかは少々
疑問のあるところです。
　理想を言いますと，経営管理資料もIFRS
をベースに作成していける体制にしていくこ
とが望ましいと考えます。
　しかし，各種予算資料や実績資料もIFRS
ベースにするとした場合，例えば，各事業部
の売上や利益予算，また品目や顧客ごとの予
算数値などもIFRSベースになっていないと，
不都合が生じてしまいます。だからと言っ
て，全て一からIFRSベースで作れるのかと
いいますと，連結決算を構成する単体決算は
IFRSの導入は認められておらず，日本基準
で作成しているわけですから，単体決算の管
理資料は日本基準となり，単体決算の経営管
理資料はどうしても日本基準にならざるを得
ません。一からIFRSでの経営管理資料を作
ろうとした場合，結局，社内に２つの種類の
管理資料が存在してしまうことも考えられま
す。
　公表する連結決算数値と連結決算を構成す
る各社の単体決算，それらのもとになる，あ
るいはそれらから展開される経営管理資料と
これら３つが絡み合ってグループ全体の決算
資料となっているわけですから，そもそも連
結決算はIFRSで，単体決算は日本基準でと
いう現行の制度自体に若干の無理があると言
わざるを得ません。
　このように外部公表数値のもととなる内部
管理資料のあり方も含めて，制度的にどうす
べきか，もっとしっかりとした議論が望まれ
るところです。



134　［稅經通信　2015.12］

２　課題解決のための方法／単体決算
でできるだけ，日本基準の範囲内で
IFRSでの会計処理に合わせる

　この課題に対して１つの解決策として次の
ようなことが考えられます。
　すなわち，大きな差異があるものについて
は，できるだけ個別財務諸表の段階で日本基
準の範囲内でIFRSでの会計処理に合わせて
いくことです。前述しましたように，現状に
おいて，IFRSに基づく会計処理は，日本基
準では採用し得ないものも確かにありますが，
かなりの項目について，よく検討すれば現行
の日本基準上も認められるものも多いのでは
ないかと思います。特に中堅・中小企業の場
合，ほとんどの会計処理は日本基準の範囲内
でIFRSに合わせることは可能ではないかと
思われます。どうしても合わせられない差異
のみIFRS調整（そのうち重要性のないもの
はそもそも調整しないことも可能）するので
あれば，上記で述べたような課題はかなり解
決できるものと思われます（後述【図２】参
照）。

Ⅳ　IFRSと税務との関係につい
て――連単一致に向けての課題

１　単体を連結に合わせようとした場
合の税務上の影響

　日本の現行の制度は，連結決算にIFRS，
単体決算には日本基準という仕組みです。税
務は単体決算での話ですから，IFRSの導入
に税務は関係ないと思われるかもしれません
が，実はそうではありません。
　現行のIFRS任意適用の中で実質的な単体
と連結の一致を図ろうとすると，単体決算，
すなわち日本基準の範囲内で個別財務諸表に
おける会計処理をできるだけIFRSに近づけ
る，つまり連結決算に合わせるために会計処
理の変更をすることがよいと前項で述べまし
た。しかし，そこで大きな壁として税務の問
題が浮上します。すなわち，単体決算の会計
処理の変更はダイレクトに税務の問題に影響
してきます。下記では，それを場合分けして
検討してみました。

【図１】　経営管理資料はIFRSか日本基準か？

連結決算

日本基準

経　営　管　理　資　料

単体決算

IFRS

IFRS？　日本基準？

【単体決算を連結決算に近づけるために単体決算の処理を変更した場合の税務対応】

会計処理の変更の方向 その結果，
会計的な変化 別表調整の手当て その結果としての課税所得

の増加（①と④が増加）

① 従来より，収益を
早く認識 利益が多く出る 別表で減算調整はできないた

め別表での手当はなし 課税所得は増加

② 従来より，収益を
遅く認識 利益が少なくなる 別表で加算調整が必要となる 課税所得は変化なし

③ 従来より，費用を
早く認識 利益が少なくなる 別表で加算調整が必要となる 課税所得は変化なし

④ 従来より，費用を
遅く認識 利益が多く出る 別表で減算調整はできないた

め別表での手当はなし 課税所得は増加
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①　従来より，収益を早く認識する例
　不動産を賃貸している場合で，最近一般的
になっているフリーレントを設定している分
を発生主義でとらえて期間按分しますと，家
賃の入金のない期間についても収益を認識す
ることになりますが，通常の処理，すなわち
フリーレント期間の終了後から収益認識をす
る通常の方式と比較すると，収益が前倒しに
なります。この場合，会社が自ら収益を前倒
しに上げたものですから，税務申告において
別表減算といった調整はできず，結果として
課税所得は増加することになります。
②　従来より，収益を遅く認識する例
　例えば，売上を出荷基準から検収（着荷）
基準に変更した場合，売上の認識が一般的に
は遅くなりますが，税務上は出荷基準で認識
しなくてはならないと思われます。その場合，
その差額分は税務申告書別表において加算調
整が必要になり，結果として課税所得は前と
変わらないことになります。
③　従来より，費用を早く認識する例
　固定資産の耐用年数を税務上の耐用年数よ
り短く見積もった場合などで，税務上は税務
上の耐用年数で損金扱いとされるため，その
差額分は税務申告書別表において加算調整が
必要になり，結果として課税所得は前と変わ
らないことになります。
④　従来より，費用を遅く認識する例
　例えば③の反対で，耐用年数を長く見積
もった場合，会社が自ら費用を少なく計上し
たものですから，税務申告において損金を増
やすような別表減算といった調整はできず，
結果として課税所得は増加することになりま
す。

　以上からわかるように，会計処理の変更に
より利益が多く出る傾向と少なく出る傾向と
２つのパターンがありますが，会計と税務と
の調整をする別表調整においては課税所得を
減らす方向の減算調整が通常認められないた

め，一般的には課税所得は減ることはなく，
今までと変わらないか（②と③），あるいは
課税所得が増加する（①と④）という結果に
なってしまいます。
　費用の早期化や収益の遅延化となった場合，
それが税務上も認められるのであれば，税務
的にもメリットがあり有利になるケースも理
論的にはあり得ますが，実務的にはほとんど
ないと思われます。よって，単体決算での処
理を連結決算すなわちIFRSに合わせようと
するとき，税務上有利になることはなく，場
合によっては税務上不利になるケースが出て
きます。

２　課題解決のための提案／税務上別
表減算調整が可能となる制度へ

　このように見ていきますと，IFRS導入に
際して，

　連単分離制度の弊害
⇒単体決算（日本基準）を連結決算
（IFRS）に近づけることにより解消か
⇒課税所得の増加の可能性

という流れがわかってきました。
　すなわち，IFRSの導入に際して，単体決
算を連結決算に近づけて連単分離の弊害を抑
えようとしますと，実は税務の問題が無視で
きない大きな問題であることが見えてくるの
です。
　そこで１つの提案ですが，上記の表の①と
④のようなケースにおいて，IFRS導入会社
に限って，個別の決算書において別表減算を
認めるような制度の導入を検討すべきかと思
います。この場合，別表減算をしても従来の
処理と比較して，課税所得が減るわけではな
く，すなわち従来とは課税所得は変わらない
ため，「減税」になるわけではありませんか
ら，国の財政上も問題ないはずです。この仕
組みが作れれば，連単一致制度に向けて弾み
がつくのではないかと思います。
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Ⅴ　中堅・中小企業がIFRSを適
用するためのお勧めの実務的ポ
イント

１　お勧めする２つの方針
　現行は，連結はIFRS，単体は日本基準と
いった２つの基準が併存する連単分離制度に
おいて，中堅・中小企業にとってお勧めの実
務的ポイントは，下記の２つの方針をうまく
活用していくことです。

①　連結決算はIFRSを適用するが，重
要性のない範囲では単体決算の従来の
日本基準による処理を採用することに
より，単体決算に近づける。

　実は，IFRSには簡便法という考え方はあ
りません。しかし，重要性の考えについては，
あまり明文規定はないのですが，全てにおい
て横たわっています。よって，IFRS適用の
連結決算においては，重要性がない場合は必
ずしも原則的な会計処理を採用しなくてもよ
いということを活用して，できるだけ従来の
日本基準での会計処理が採用できないかを検
討します。
　例えば，連結決算において，リースの処理
や退職給付の処理については，重要性がない
と判断されるのであれば，単体決算での処理
のままとするということなどが挙げられます。
　連結決算の作り方も，まずは日本基準で
作成し，限られたIFRSとの差異だけをIFRS
組換え処理を行うことにより，IFRS対応の
決算とする方法が，中堅・中小企業にはお勧
めかと思います。すなわち，重要性の考え方
を活用して，ぎりぎりまで日本基準の適用を
考え，IFRSとの差異を限定的なものにして
いくことが，中堅・中小企業にとって効率的
な方式かと思います。
　ただし，無理に重要性の考え方を使うとい
う意味ではなく，当然ですが，もしIFRSで

の原則的方法の採用について，必要とされる
ならばその適用を躊躇してはいけません。

②　一方，単体決算では，日本基準の範
囲内ではあるが，できるだけIFRSの
処理に合わせられるところは合わせる。

　①とは方向が逆になりますが，単体決算で
できるだけIFRSに近づけることがお勧めで
す。
　このことはすでにⅢの２で述べましたが，
実質的な連単一致を目指して，単体決算に
おいては日本基準の範囲内ではありますが，
IFRSでの会計処理に合わせられるものがな
いかを模索します。
　例えば，単体決算において固定資産の耐用
年数は連結決算に合わせる，売上計上基準を
検収基準に変える，受取家賃のフリーレント
の処理を期間按分に変える，などがありま
す。実は，かなりの範囲で日本基準において
もIFRSと同じような会計処理にできるもの
と思います。
　その上で，どうしても差が出るものについ
ては，IFRS組換え仕訳により連結決算を作
るということにします。そうすれば，単体決
算のかなりの部分が連結決算の会計処理と平
仄が合います。
　こうすることにより，単体決算と連結決算
の経営資料が大部分で統合できます。
　ただし，Ⅳで述べたような単体での税務問
題が生じてくる可能性があります。特に課税
所得が増加するようなケース，例えば，売上
計上基準を検収基準に変えるような場合，税
務は出荷基準となるとその差を調整しなくて
はなりません。また，受取家賃のフリーレン
トの処理を期間按分に変える場合も課税所得
は増加してしまいます。これに対しては，Ⅳ
の２で述べたように税務上別表での減算調整
を認めるなどの柔軟な制度設計が望まれると
ころです。
　いずれにしても，この２つの方針を進めて
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いきますと，【図２－１】，【図２－２】に示
したようにIFRSでの連結決算と日本基準で
の単体決算が近づいていき，実質的な連単一
致になっていきます。IFRSとの差異が限定

的な中堅・中小企業だからこそこの方針は有
効だと思いますし，経営資料が二元化してし
まうという経営的な課題の解消にもつながり
ますのでお勧めです。

２　最後に／連結決算・単体決算（連
単）一致の制度を目指して単体決算
にもIFRS任意適用を認める柔軟な
対応が望ましいと考えます

　以上，現行の制度における中堅・中小企業
のIFRS導入のメリットと課題，そしてお勧
めの実務的ポイントを述べてきましたが，今
後はもう一歩突っ込んで，単体決算自体にも
IFRSの任意適用を認めるということも検討
されるべきではないでしょうか。
　単体決算にIFRSを適用するという議論に
対しては，いろいろな問題があることは承知
しています。もし，単体決算にもIFRSの適
用が認められるということになりますと，税

この部分を極力
小さくする

単体決算
（日本基準）

連結決算
（IFRS）

重要性の判断に
より従来の日本
基準での処理を
採用する

日本基準の範囲内
ではあるが，IFRS
と同じ処理に合わ
せていく

【図２－１】　連単をできるだけ近づけていくことがお勧め

実質的に
 連単一致へ！

単体決算
（日本基準）

連結決算
（IFRS）

【図２－２】　単体はIFRSに近づけ，連結は日本基準に近づけることによって…

務との調整という問題も出てきますが，前述
したような税務上で減算調整を認めるような
柔軟な対応も一案ではないかと思います。
　もちろん，単体決算にIFRSを適用するこ
とについては，単に会計や税務の問題だけで
はなく，会社法上の分配可能利益の問題，資
本と負債の区分の問題，債権者保護の問題，
取締役の責任の問題などいろいろな課題があ
りますが，国際的に共通の基準により経営判
断が行えるような環境の整備のためには，連
結決算と単体決算を同じ会計基準にしていく
ことは必須であり，それに向けてもっと積極
的な議論が望まれるところかと思います。


